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はじめに

2017 年 11 月，都内透析医療機関からの下水排除基準を著しく逸脱した酸性排水によってコンク
リート製の下水道管が損傷する事故が発生した1）．

これに対し，透析関連 3 団体である日本透析医学会，日本透析医会及び日本臨床工学技士会で早
速実態調査を実施したところ2），透析排水管理に関して不十分な透析医療機関が多数存在すること
が明らかになった．3 団体では早速「透析排水管理ワーキンググループ（以下，WG）」を設立し，
関係団体の協力のもと具体的な対策の立案等に向けて検討してきた．その結果を「2019 年版透析
排水基準」にまとめ3），会員等へ透析排水管理の必要性について啓発活動を展開してきた．その主
たる内容は（1）水素イオン濃度 pH，温度等の排水基準を順守すること，（2）適正な消毒剤・洗浄
剤を選択・使用すること，（3）適正な排水管理が日常的に必要なことの 3 点である．
（1）の pH 基準「5 を超え 9 未満」を達成するには除害施設の導入が不可欠である．その設置の

ための届出はやや煩雑であり，都市部のビル内透析医療機関などでは除害施設の導入そのものが困
難なケースも想定される．
透析排水の適正管理に関して，今日まで当 WG と議論を重ねてきた東京都下水道局（東京都 23

区内を管轄）から，このたび当 WG 長あてに「透析医療機関への排水指導について」の書面が届き，
東京都 23 区内透析医療機関を対象にした排水指導について周知をお願いしたい旨依頼があった．
本稿ではその中で特に重要と思われる透析医療機関向けの「除害施設の新設・変更の流れ」4）と「簡
易中和処理による暫定的な対応の流れ」について紹介する．
なお，東京都 23 区以外の地域においては各自治体による条例や自治体所管の下水道担当部局に

よる届出制度があるため地域ごとにそれを順守すべきであるが，今回提示された東京都下水道局の
例は都市部における透析排水管理に関する一つの有効なモデルとなりうると考え，委員会報告とし
てここに紹介することとした．

1. 透析医療機関向け除害施設の新設・変更の流れ

東京都下水道局が今回示した「透析医療機関向け除害施設の新設・変更の流れ」を図 1 に示す．
下水排除基準を満たすための中和処理システムは原則として「除害施設」として扱われる．この

除害施設の新設・変更を行う場合，設置工事に着手する 60 日前までに東京都下水道局への届出が
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図 1　透析医療機関向けの除害施設の新設・変更の流れ（東京都下水道局）

除害施設の新設・変更の流れ（透析医療機関向け）

除害施設の届出
（１） 除害施設の新設等及び使用の方法の変更届出書（透析医療機関用）
（２） 公共下水道使用開始（変更）届

水質管理責任者の届出
（３） 水質管理責任者選任等届出書・・・当局が行う講習の修了証（甲）の写し等を添付

下水道局による完了調査、水質測定
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審査が60日より前に終了した場合に送付され、設置工事が可能になります。

下水道局へ「工事等完了届出書」を提出 工事完了後５日以内

除害施設設置後の自主測定結果を添付してください。
設置メーカーが測定したものでも可

原因調査、改善

下水道局から「排水の水質調査結果通知」送付

下水道局による排水管理状況調査、水質測定、調査結果通知

除害施設設置後の排水管理状況を確認するため、下水道局が随時訪問調査を実施します。
水質測定結果が下水排除基準を超過していた場合は、行政指導の対象となります。

下水排除基準を満たすための中和処理施設は、原則として除害施設です。
また、水質管理責任者の資格を取得し、速やかに選任届を提出してください。

届出書どおり除害施設が設置されているか、設置後の水質は適正かを確認
するため、調査に伺います。ご協力をお願いします。

設置メーカーと相談の上、基準を超過した原因を調査し対策を
行ってください。
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必要であり，審査が終了するまでは工事に着手することはできない．ただし，審査が 60 日より前
に終了した場合は，東京都下水道局より「実施制限期間短縮通知」が送付され速やかな着工が可能
となる．
また工事完了後 5 日以内に東京都下水道局へ「工事等完了届出書」を提出する必要がある．この

際，設置後の自主測定結果（pH 値）を添付する必要があるが設置メーカーが測定したものでも差
し支えないとされている．
次いで，東京都下水道局による立ち入り調査（完了調査）が実施され，設置後の排水の水質が適

正か否かを確認し，後日東京都下水道局より「排水の水質調査結果通知」が送付される．もし測定
値が基準を逸脱した場合，透析医療機関は設置メーカーと協議の上，その原因を究明し速やかに改
善策を講じなければならない．
通知の受理後も適切な日常管理が不可欠である．東京都下水道局も随時立ち入り検査を実施し，

水質管理が適切に行われているかを確認することになる．
なお東京都下水道局では，「除害施設」の届出の際，「水質管理責任者選任等届出書」の提出を求

めている．水質管理責任者の業務，資格要件については東京都下水道局のパンフレット5）に詳しく
記述されているので参照されたい．なお，東京都下水道局では水質管理責任者になるための資格を
授与する講習会を開催しており，確認テストを経て修了証を発行することになっている．透析医療
機関においてはスタッフの中から水質管理責任者を選任し，「除害施設」の管理を適切に行う必要
がある．
なお，ちゅう房や入浴施設等を備えた 300 床以上の病床をもつ病院は，水質汚濁防止法で定める

「特定施設」に該当し，特定施設設置の届出が開設時に必要となる．

2. 透析医療機関向け簡易中和処理による暫定的な対応の流れ

本 WG が東京都下水道局と議論してきた「透析医療機関向け簡易中和処理による暫定的な対応
の流れ」を図 2 に示す．下水排除基準を満たすための中和処理システムは，原則として除害施設で
あるが，この暫定的な対応はテナントビルのため除害施設の設置場所が確保できない等，除害施設
の設置がどうしても困難な場合に配慮したものであり，酸性排水に対する応急措置として簡易中和
処理システムによる対応を可能としている点が特徴である．ただし，東京都下水道局は除害施設に
原水槽，中和槽及び放流槽を備えていること，中和を制御できることを求めていることから，本シ
ステムは「暫定的な対応」として扱われる．このため，除害施設の設置が可能となった時点で速や
かに除害施設に移行しなければならない．また，新規に開業する場合は除害施設を設置しなければ
ならない．
なお簡易中和処理システムの設置後は，自主分析結果（pH 値）を記載した「水質改善報告書」

と「水質管理責任者選任等届出書」を東京都下水道局へ提出する必要がある．
また設置後，東京都下水道局による立ち入り調査が実施され，「排水の水質調査結果通知」が後

日送付されることになっている．もし，酸性側基準（pH 5）を逸脱した結果が得られた場合，透析
医療機関は設置メーカーと協議の上，その原因を究明し速やかに対策を講じなければならない．
通知の受理後も適切な日常管理が不可欠である．東京都下水道局も随時立ち入り検査を実施し，

水質管理が適切に行われているかを確認することになる．

3. 東京都 23 区以外の地域における除害施設の導入について

下水道が普及している地域においては基本的に除害施設を設置しなければならない．ただし，具
体的な届出方法等は自治体によって異なるので確認が必要である．
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図 2　透析医療機関向けの簡易中和処理による暫定的な対応の流れ（東京都下水道局）

簡易中和処理による暫定的な対応の流れ（透析医療機関向け）

下水道局による確認調査、水質測定

下水排除基準を満たすための中和処理施設は、原則として除害施設です。

ただし、テナントビルのため除害施設の設置場所が確保できない、ビルのオーナー
に設置工事の承諾が得られない等、除害施設の設置がどうしても困難な場合に限り、
酸性排水に対する応急措置として簡易中和処理による対応が可能です。

注意点・酸性のみの簡易中和処理は「暫定的な対応」としてのみ扱います。
・アルカリ排水を中和しない簡易中和処理は下水排除基準ｐH９を超えます
ので、簡易中和処理を行っても、下水排除基準超過として行政指導の対象
となります。

「暫定的な対応」とは、除害施設を設置するまでの応急措置です。除害施設の設置
場所が確保できることとなった場合、ビルオーナーの承諾を得られた場合等には速や
かに除害施設を設置してください。

このほか、水質管理責任者の資格を取得し、速やかに選任届を提出してください。

除害施設の設置検討

下水道局へ報告書の提出

簡易中和処理の設置工事
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設置工事完了後、速やかに自主分析結果を記載した「水質改善報告書」を
提出してください。

原因調査、改善

下水道局から「排水の水質調査結果通知」送付

下水道局による排水管理状況調査、水質測定、結果通知

簡易中和処理設置後の排水管理状況を確認するため、下水道局が随時訪問調査を実
施します。水質測定結果が下水排除基準を超過していた場合は、行政指導の対象となり
ます。

簡易中和処理による対応の報告書
（１） 水質改善報告書（透析医療機関用）
（２） 公共下水道使用開始（変更）届

水質管理責任者の届出
（３） 水質管理責任者選任等届出書・・・当局が行う講習の修了証（甲）又は（乙）※の写し等を添付

設置メーカーと相談の上、基準を超過した原因を調査し
対策を行ってください。

移転やリフォームを行う場合等新たに設置場所を確保できることとなった場合、ビルオー
ナーの設置工事許可が得られた場合には、除害施設の設置をお願いします。

設置後の水質を確認するため調査に伺います。ご協力をお願いします。

※除害施設を設置することとなった場合は、（甲）の講習を修了する必要があります。

（R3.2）
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下水道が未普及の下水道供用区域外ではし尿，雑排水は浄化槽によって処理されるが，透析排水
は浄化槽以外の排水処理設備で処理されなければならない．この場合，水質汚濁防止法に基づき各
自治体が条例で定める排水基準が適用され，pH だけでなく，BOD（生物化学的酸素要求量）など
も対象となる．したがって中和処理装置の他に生物学的排水処理プロセスからなる排水処理設備が
必要となる．この場合の中和処理に関しては除害施設と同等の機能が必要と考えられ，具体的な届
出方法等は自治体によって異なるので確認が必要である．

おわりに

適正な透析排水管理を目指し除害施設の導入を検討している透析医療機関は多いと推測されるが，
具体的にどのように導入すべきか，スペースの問題で導入が困難など対応に苦慮している機関も少
なくないと思われる．今回，東京都下水道局から透析医療機関向けの届出の流れが示され，届出用
紙そのものも透析医療機関向けに記入しやすい書式が用意されている．また，暫定的な対応とはい
え簡易中和処理（酸性側のみの処理）が認められたことは，都市部での現実的な透析排水対策を見
据えた画期的な判断と思われる．ただし東京都下水道局は，簡易中和処理システムは除害施設には
該当しないと考えており，除害施設の設置が可能となった時点で速やかに移行しなければならない．
今回東京都下水道局より示された届出の流れと暫定的な対応としての簡易中和処理は，東京都に

限らず都市部での透析排水対策のモデルとしてきわめて有効なものと思われ，他の地域においても
効果を発揮するものと期待される．関連する自治体においてはぜひ参考にされることを切に望む次
第である．
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